
　
11
月
15
日
か
ら
同
21
日
ま
で

は
、
秋
の
環
境
美
化
週
間
で
す
。

町
で
は
、
11
月
21
日
の
日
曜
日
を

町
あ
げ
て
の
清
掃
活
動
日
と
し
、

ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
作
戦
を
実
施
し

ま
す
。

　
普
段
み
ん
な
で
使
用
す
る
道

路
・
公
園
や
自
治
会
館
・
公
会
堂

の
周
辺
は
ゴ
ミ
で
汚
れ
て
い
ま
せ

ん
か
。
こ
の
機
会
に
身
近
な
と
こ

ろ
を
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く

だ
さ
い
。

　
各
自
治
会
で
実
施
日
が
異
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
自
治
会

長
も
し
く
は
、
衛
生
委
員
に
確
認

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
子
ど
も
が
参
加
す
る
場

合
は
、
責
任
者
が
し
っ
か
り
と
監

督
し
、
交
通
量
の
多
い
道
路
な
ど

で
の
作
業
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
当
日
は
家
庭
内
か
ら
出

る
ゴ
ミ
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
。
住
み
良
い
環
境
づ
く
り
の
た

め
「
心
が
け
、
ひ
と
つ
で
で
き
る

街
の
美
化
」
を
合
言
葉
に
、
街
の

美
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　近隣市町へのアクセス道路と
なっている主要道路県道川西篠
山線や町道の周辺で、特に人目
のつかない場所や市町境に不法
投棄が多発しています。
　不法投棄増加の一つの要因
は、平成13年4月に施行された
家電リサイクル法により、テレ
ビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機
の家電4品目が廃棄時にリサイ
クル料金が必要となったことが
考えられ、自然景観に悪影響を
与えるとともに河川に投棄され
た廃棄物は、水質悪化の原因と
もなっています。
　不法投棄対策としては、平成
15年度から清流パトロールとし

て月1回町職員によるパトロー
ルを実施しています。それに加
え平成21年度から緊急雇用対策
事業として不法投棄防止パト
ロール員を雇用し、投棄物の発
見、回収を行っています。
　また、人目につきにくい箇所
には、監視カメラを設置し不法
投棄防止のため監視をしていま
す。
　町では住民・事業所と連携
し、不法投棄を防止するため、
猪名川町不法投棄防止条例が平
成16年7月に制定されました。
皆さんのご協力をお願いしま
す。

不法投棄対策実施中
～皆さんのご協力をお願いします～

　住民の皆さんが常に不法投棄を意識し、監視しているということ
を投棄者に対しアピールして不法投棄の防止を目指しています。
　町では、不法投棄防止条例による報償制度を設け、住民の皆さん
による監視・通報に対して、次の場合に報償金を支払うこととして
います。
①投棄している者の特徴、車両ナンバー、トラックの屋号など不法
投棄中の目撃情報により投棄者が判明した場合

…スルッとKANSAI 1万円分
②投棄された廃棄物の情報で町職員が回収・調査した結果、証拠物
が発見された場合、または住民が廃棄物を調査した結果、証拠物を
発見した場合でその情報により投棄者が判明した場合

…スルッとKANSAI 5千円分
　この規定により住民の皆さん全員が不法投棄に対しての監視者と
なり、その防止を目指しています。皆さんのご協力をお願いします。

不法投棄通報報償制度をご存知ですか？

▲不法投棄防止パトロール員による投棄物の発見、回収

地上デジタル放送の
無料相談会・説明会

　また、相談会や説明会に参加でき
ない人のために訪問説明会を平成 22
年 12 月 28 日まで実施しています。
希望する場合は、下記まで申し込ん
でください。
　申込み・問い合わせは、デジサポ
兵庫相談会グループ（☎ 078 － 325
－ 1461）へ。

開催日 会場 時間

相談会

11月20日（土）
～同23日（火）

日生中央サピエ（1階駐車
場側入口） 午 前10時

～正午、
午後1時～
同4時

11月24日（水）
～同26日（金）

イオン猪名川ショッピン
グセンター（1階南側イン
テリア売場近くの出入口）

11月25日(木）
六瀬住民センター（2階多
目的ルーム）

説明会 11月25日(木）
六瀬住民センター（2階多
目的ルーム）

午 前10時
～同11時

　総務省兵庫県テレビ受信者支援センター（デジサポ兵庫）
では、地上デジタル放送に関する無料相談会・説明会を下
記のとおり開催します。
※事前の申し込みは必要ありません。ご希望の相談会、説
明会にご参加ください。

街
を
き
れ
い
に
し
よ
う
！

11 月 21 日（日）は

11 月 15 日〜 21 日は
秋の環境美化週間

秋のクリーンアップ

　町では、地域住民の皆さんや関連団体の協
力のもと、11月15日（月）から同21日（日）
までの間を秋の環境美化週間と定め、期間中
の21日には、町あげての清掃活動日として
クリーンアップ作戦を実施しますので、ご協
力をお願いします。

▲昨年秋の大原公園での清掃活動
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